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宮崎県における口蹄疫を疑う異常畜の確認に係る 

防疫対策の徹底等について 

 

このことについて、平成23 年４月26日付け23消安第815 号をもって、農林水産

省消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知があったので、貴会関係者に

周知方お願いします。 

このたびの通知の内容は、口蹄疫については、韓国等周辺諸国で依然として発生し

ており、最近においても、「韓国における口蹄疫の再発に伴う畜産関係者等への指導の

再徹底について」（平成23年４月22日付け23消安第767号農林水産省消費・安全局

動物衛生課長通知）により、改めて韓国の口蹄疫の現状の通知及び防疫に対する畜産

関係者等への注意喚起を実施するよう依頼されたところですが、このような中、４月

25日、宮崎県の肉用牛繁殖農家で飼養される肉用繁殖牛で舌及び口腔内に潰瘍が確認

された旨の通報があり、口蹄疫の疑いが否定できないことから、独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所において病勢鑑定を行ったところ、今般の

事例については、遺伝子検査及び抗体検査において陰性が確認されたところではあり

ますが、引き続き、広く畜産関係者（畜産農家と接する耕種農家等を含む）、関係団体

が周辺諸国の状況を認識し、畜産農家における飼養衛生管理の徹底を指導するととも

に、今般の事例を踏まえ、今後の口蹄疫の防疫対応を実施する上で、次の２点、①飼

養衛生管理及び異常の早期発見・早期通報の指導、②異常畜に係る情報の国への迅速



な提供について留意するよう、各都道府県畜産主務部長に求めたので、本会あてに、

了知の上、円滑な防疫対策の実施につき、協力を求めるとともに、家畜防疫の重要性

を十分理解の上、本会会員等に対する周知とともに適切な対応がなされるよう指導が

依頼されたものです。 
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